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はじめに

　山脇悌二郎氏の論考「スタト・ティール号の積荷−
江戸時代後期における出島貿易品の研究−」（『長崎談
叢』第49輯、昭和45年）は、江戸時代の日蘭貿易、特に
オランダ船の輸入品に関する研究の嚆矢といえる。山
脇氏は本論考の中で、オランダ側史料と日本側史料と
が「結びついたとき、はじめてこの研究は軌道に乗り
はじめたといえよう。」（1）と述べられているが、この姿
勢は山脇氏の対外関係史研究の随所にあらわれている。
　山脇氏の本論考は、天保15年（1844）に長崎に来港
した定例のオランダ貿易船スタット・ティール号Stad 
Thielの積荷物に関する基礎的事例研究であり、「天保
雑記」第五十六冊（国立公文書館所蔵内閣文庫）に所
収されている同船の積荷目録を掲げ、各品目について
内外の史料・辞典類を参照して詳細な注解をくわえら
れたものである。しかし、本論考は作成された当時の
研究環境もあり、上掲の積荷目録に照合するオランダ
側史料は活用されないでおわっている。そのため、山
脇氏は「積荷目録のそれぞれの品目が、「送り状」その
他では、どう記されていたかを知ることが、上述のよ
うに先決課題である」（2）と注記されている。その後、山
脇氏は天保15年のオランダ側史料に関する調査・研究
を発表されることはなかったが、上掲論考を発表され
た10年後、『長崎のオランダ商館』（中央公論社、昭和
55年）をまとめられ、江戸時代の日蘭貿易および貿易
品に関する体系的研究を報告されている。さらにその
後、『近世日本の医薬文化』（平凡社、平成7年）、『事典　
絹と木綿の江戸時代』（吉川弘文館、平成14年）を著さ
れ、国内の商品と共にオランダ船の輸入薬や絹織物・
綿織物を個別に調査研究された成果を発表された。こ
れら山脇氏の研究は、江戸時代の貿易品を調査研究す
る上において、現在不可欠の研究業績となっている。
　このようにみてくると、江戸時代のオランダ船輸入
品研究の出発点といえる山脇氏の上掲論考で「先決課
題」と記された天保15年のオランダ側史料を調査・検
討し、日本側史料と照合していく作業は、今後のオラ
ンダ船の貿易品、さらに日蘭貿易の研究にとって必要
不可欠な基礎的課題といえよう。

　本稿は、以上の視点より、「天保雑記」第五十六冊に
所収されている天保15年のオランダ船の積荷目録をめ
ぐるオランダ側史料と日本側史料とを調査・検討し、
同年のオランダ船の持ち渡り品の彼我の用語を明らか
にすると共に、それらの取引を解明し、この年の日蘭
貿易について言及するものである。

第1章　天保15年のオランダ船積荷目録
　　　 −「天保雑記」第五十六冊所収「積荷目録」−

　山脇氏が活用された「天保雑記」第五十六冊所収の
オランダ船の「積荷目録」を翻刻して掲げると史料1の
ようである。「天保雑記」は、江戸下谷で剣術指南を家
業とするかたわら多彩な記録や情報を書きとめた藤川
貞（号は整齋ほか。1791～1862）の著作物と推定される。
その内容は、天保2年（1831）より同15年（1844）まで
の諸記録や見聞記が、ほぼ年代順に記されており、な
かには宝暦・安永・天明・寛政・文化・文政および弘化・
嘉永の記事も一部収録されているものである。（3）

　「天保雑記」第五十六冊は長崎関係の記事が多く、天
保15年のオランダ商館長ビックP. A. Bikの江戸参府や、
スタット・ティール号の入港手続書類の和訳、オラン
ダ風説書、別段風説書、そして、7月2日（西暦8月15日）
長崎港に入津したオランダ国王の使船パレンバン号
Palembang関係の記事などがその大半をしめている。（4）

オランダ船の「積荷目録」は、山脇氏も指摘されるよ
うに、写しを重ねたものと思われ、特にカタカナ書き
の商品名に誤写が見られる点に注意を要するが、本方
荷物・脇荷物・誂物（5）のリストをまとめて掲げている
ことなど、史料価値の高いものとして評価できよう。
18世紀末から19世紀前半にかけてのオランダ船の「積
荷目録」で、1年度分の本方荷物・脇荷物・誂物のリス
トを全て掲載する史料としては、管見の限り、杏雨書
屋や早稲田大学図書館・金沢市立玉川図書館・愛日教
育会・古河歴史博物館・長崎歴史文化博物館等に所蔵
されていることを確認しているが、天保15年に関して
は、「天保雑記」第五十六冊所収の「積荷目録」が唯一
といえよう。特に、誂物のリストに関しては現時点に
おいて他に所蔵されているものを見ていない。
　そもそもオランダ船の「積荷目録」とは、オランダ
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側から提出された「送り状」の翻訳である。しかし、
この時に提出されたものは、貨物を船積みして送付す
る際、貨物の受取人に宛てて作成された積荷明細目録
である「送り状」Factuurではなく、オランダ商館長が
前もって積荷の仕入値を抜かして写し取った「送り状」
のコピー（Opgegevene factuur、以下、本稿では「提
出送り状」と記す）であった。「提出送り状」は、出島
のカピタン部屋において商館長から年番町年寄に提出
され、阿蘭陀通詞をまじえて翻訳がおこなわれた。山
脇氏は「いわゆる積荷目録は、正確にいえば、本方荷
物、脇荷物、銀銭についての個別の翻訳書を、幕府へ
進達するために一つの文書にまとめて記したものとい
うことができる。ゆえに、いわゆる積荷目録は、オラ
ンダ側にはない独自の形式の文書である。」（6）といわれ、

「とくにこの資料（＝「天保雑記」第五十六冊所収「積
荷目録」）では、注文品（＝誂物）の銘をも書き加えて
一目瞭然たらしめているから、この年度のすべての積
荷を知るのに、はなはだ便利な資料となっている。」（7）

と「天保雑記」第五十六冊所収「積荷目録」を高く評
価されている。「天保雑記」第五十六冊所収「積荷目録」
が果たして江戸幕府へ進達された「積荷目録」か否か
については本稿第2章において考察していきたい。
　なお、天保15年のオランダ船の「積荷目録」に関し
ては、管見の限り表1に掲げる史料を確認している。こ
れらの史料については、後述のそれぞれの章で検討し
ていくが、誂物のリストに関しては、上記のように「天
保雑記」以外確認できていない。

第2章　天保15年の本方荷物とその取引

　ここでは、天保15年のオランダ船積荷物の内、日蘭
貿易の中核の商品群である本方荷物とその取引を解明
する日蘭双方の史料について紹介し、さらに史料批判
を加えながら日蘭両史料の照合を試み、その実態を解
明していきたい。
①送り状
　天保15年6月16日（西暦1844年7月30日）長崎港に入
津したオランダ船スタット・ティール号が持ち渡った
本方荷物を記す「送り状」Factuurは、バタヴィアにお
いて、De Resident（理事官）より長崎のオランダ商館
長に宛てて1844年6月25日付けで作成されたものであ
る。この「送り状」には数量・商品名・仕入値等の順
で記されており（史料2）、バタヴィア出港時の本方荷
物を知ることができる。（8）

②提出送り状
　第1章で記したように、「送り状」は出島のカピタン
部屋において商館長から年番町年寄に提出され、阿蘭
陀通詞をまじえて翻訳されるわけであるが、提出され
たものは、入港船が持ち渡った「送り状」ではなく、

商館長が前もって日本側に知られないように仕入値を
抜かして写し取った「送り状」のコピー、すなわち「提
出送り状」であった。史料3にみられるように数量と商
品名だけを記した大変簡略なリストとなっている。天
保15年には①で紹介した「送り状」（史料2）からこの
②「提出送り状」（史料3）が作成されたと考えられる。（9）

　なお、①送り状に記された商品が全て②提出送り状に
記されるわけではなく、日本側にこの年、本方取引とし
て提出する予定の商品とその数量が提示されるわけで
ある。①送り状に記された商品の中には、長崎各所への
贈り物や、翌年江戸へ持っていかれる献上・進物品など
が含まれていた。また、この年はlaken schairood（猩〻
緋）3反、armozijn（海黄）100反、taffachelassen extra 
fijn（新織奥嶋）122反、taffachelassen ordinaire（奥嶋）
78反が将軍への誂物である「御用御誂」として使用され
ている。（10）

③積荷目録
　オランダ船が持ち渡った取引にかけられる予定の本
方荷物を記す日本側史料としては、第1章で考察した「積
荷目録」をまず挙げることができる。天保15年に関し
ては、表1で掲げたように管見の限り5点の史料を確認
している。この内、「浮世の有さま」第十一所収「積荷
目録」と「唐船紅毛差出控」・「唐舟阿蘭陀差出帳」は
本方荷物のリストの後半に「別段商法」・「別段持渡り」
の項を設けている。「唐船紅毛差出控」は、薬種・荒物
については商品名・数量を記しているが、末尾に「右
之外、羅紗・奥嶌・皿紗・金巾、此外相ひかへ不申候」
と記されており、染織類を省略している。また、「唐舟
阿蘭陀差出帳」は「別段持渡」の項に誂物の一部が記
されるなど、正確性に欠けるところがある。おそらく
後者の2点は現地長崎で「提出送り状」から翻訳された

「積荷目録」もしくはその写しから商人によって写し取
られた史料と推測される。
　「天保十五年より安政五年雑志」所収の「積荷目録」は、
品目・数量共にかなり正確に写されており、「提出送り
状」から翻訳された「積荷目録」もしくはその写しか
らの写しであることは間違いないが、「別象牙」や「別
蘇木」などといった記述がみられ、「別段商法」・「別段
持渡り」の正確な区別がされていないのが残念である。
　「浮世の有さま」第十一所収の「積荷目録」（史料4）
は商品名・数量共に整っている。「浮世の有さま」は、
著者名は不明であるが、大坂の医師によって著された
もので、文化3年（1806）から弘化3年（1846）に至る
までの見聞録である。（11）原田伴彦氏によると「著者は
奉行所関係の役人や町の惣会所の年寄らに知り合いが
多く、幕府関係の公文書を見る機会があったらしく丹
念に書写している。」（12）といわれており、この「積荷目
録」もその一環の記事と考えられる。
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表 1　天保 15 年（1844）オランダ船「積荷目録」掲載史料

史料 2　本方荷物の送り状

史料 4　「浮世の有さま」第十一所収「積荷目録」史料 3　本方荷物の提出送り状

史料 6　落札帳（本方取引）

史料 5　本方荷物売上計算書
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表 2　積荷目録の照合　山脇氏が活用された「天保雑記」第五十六冊所収の「積
荷目録」（以下、「天保目録」と略記する）に「浮世の
有さま」第十一所収の「積荷目録」（以下、「浮世目録」
と略記する）を照合すると表2のようになる。「天保目録」
と「浮世目録」の最大の違いは、上記したように「浮
世目録」に「別段商法」・「別段持渡り」の項が設けら
れていることである。また、染織品の「ころふくれん」
や「奥嶋」にみられるように、「浮世目録」の方が詳細
な記述となっている。数量に関しては、「天保目録」の
方が秤量品目において「蘇木」と「象牙」以外多く記
されている。
　②「提出送り状」に照合する「積荷目録」としては、
表3に示すように「浮世目録」である。「本国皿紗」の
反数や「胡桝」「紫旦」の斤数などはむしろ「天保目録」
の方が「提出送り状」の数量に近く問題の残るところ
ではあるが、「別段商法」・「別段持渡り」の項目立てや
品目数などからみて、「浮世目録」が「提出送り状」か
ら翻訳された本来の「積荷目録」の形態をそなえてい
ると考えるのが自然である。
　数量の不一致については、「積荷目録」が写しである
ことによってまねかれた誤写なども考えられるが、こ
の点だけではないであろう。文政9年（1826）から同13
年（1830）にかけて出島商館長であったメイランG. F. 
Meijlanの 著『 日 欧 貿 易 史 概 観 』Geschiedkundig 
Overzigt van den Handel der Europezen op Japan の

「送り状の提出」'Opgave der facturen'の項には、「送り
状コピーを声を出して読む」（13）と記されている。また、
明和2年（1765）の日本側史料「阿蘭陀船入津ゟ出帆迄
行事帳」の「積荷物差出和解之事」の項に、「両かひた
んへとる読聞候を承、和解帳面ニ仕立」（14）とあり、文
化14年（1811）の「万記帳」に「積荷物差出和解ニ付、

（中略）かひたん逸々申聞候を庄太右衛門和解仕」、（15）

さらに、安政2年（1855）の「萬記帳」に「本方差出和
解ニ付、（中略）かひたん開封いたし直ニへとる阿蘭陀
人申口逸々直組方小通詞通弁いたし候ニ付」（16）などと
あることから、「提出送り状」は「かひたん」すなわち
商館長や「へとる」すなわち次席商館長によって読み
上げられたことがわかる。しかし、そのまま読み上げ
られたのではなく、商館長や次席商館長が口頭でその
リストに追加・削除をおこなっていったのではないだ
ろうか。この場合、商館長や次席商館長は「提出送り状」
とは別に書類を用意していたことも考えられる。この
ようなことから、「提出送り状」と「積荷目録」の記事
には若干の相違はありうるのではないかと推測される。
　上記の「天保目録」が「提出送り状」からの直接の
翻訳でないとすると、ではどの時点で作成されたと考
えればよいのであろうか。この点については、後述の
取引史料との照合の結果をふまえて考えていきたい。

④本方荷物売上計算書
　本方貿易で取引される本方荷物は、出島商館より長
崎会所が値組の上で一括購入し、それを長崎会所が日
本の商人に入札で販売することになっていた。出島商
館長ビックP. A. Bik と簿記役ウォルフWolffの署名を
も つ1844年10月31日 付（ 出 島 ） のKomps. rekening 
courant 1844（ 日 本 商 館 勘 定 帳 ） に はBijlaag No. 2. 
Komps. verkoop 1844（17）（付録文書2　本方荷物売上計算
書）が付されており、本史料により出島商館が本方荷
物として長崎会所に販売した品物とその数量および価
格・価額を知ることができる（史料5）。
　本方取引において最終的にオランダ側（出島商館）
が日本側（長崎会所）に販売した商品と数量は、この
④本方荷物売上計算書によって解明されるわけである
が、それは②提出送り状に記された品目と同様ではあ
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表 3　天保 15 年（1844）オランダ船本方荷物

るが、数量に異同があることは確認しておかなければ
ならない。すなわち②提出送り状はあくまでオランダ
側の販売予定リストであり、取引時には異同がおきる
わけである。
⑤落札帳
　上記のように、出島商館より一括購入された本方荷
物は、長崎会所によって日本商人に入札で販売された
が、その取引を解明するものに商人が作成した「落札帳」
がある。天保15年の取引に関しては、「辰阿蘭陀船本方
并脇荷物見看板直入落札控」（長崎歴史文化博物館収蔵）

（史料6）を挙げることができる。本史料は商人松田屋
によって作成されたものと考えられ、取引にかけられ
た本方荷物と後述する脇荷物に関する各商品名・数量・
入札上位三番札までの価格（入札最上位の札が落札価
格となる）と商人名等を記録している。
　本方荷物に関して上記の④本方荷物売上計算書と⑤
落札帳を照合したものが表4である。考察に入る前に表
4について、次のことを注記事項として掲げておく。
・本表では、各商品の品目は'Komps. verkoop'（本方荷
物売上計算書）に記されている順に並べた。
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表 4　天保 15 年（1844）オランダ船本方荷物の取引
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史料 7　本方荷物の損益計算書

・オランダ側商品名各単語の表記については、その頭
文字は、地名は大文字とし、その他は小文字で記した。
・オランダ側商品名で用いられているdo.（＝同）は、そ
れに相当する単語を記した。
・数字は基本的に算用数字で記した。
　この表4作成によって、天保15年の本方荷物の取引の
実態が解明される。すなわち、日蘭の商品名・数量と
共に各商品を購入した日本商人まで明らかになる。ま
た、各商品に関して、出島商館が長崎会所に販売した
価格（A:販売価格換算）と長崎会所において日本商人
が落札した価格（B:落札価格）がわかることより、長
崎会所が各商品において単価にして何倍の収益を得て
いたかが判明する（ B―A）。すなわち染織類では、毛織物
が1.4～3.3倍、綿織物が1.3～5.0倍を示しており、秤量
品目では、1.8倍の丁子から8.4倍の蘇木まで各商品に
よって様々な倍率を示していることがわかる。各商品
の落札価額を算出して出島商館側の販売価額を引けば
長崎会所における商品ごとの収益を得られるかに思え
るが、残念ながら史料上、出島商館側の販売数量と商
人落札数量が若干異なることや、染織類（羅紗・ふらた・
こら服連・テレフ）の落札価格が反ではなく長さ（「間」）
で記されているため正確な計算をすることができない。
しかし、「白砂唐」が他の商品に比べて落札価額が非常
に高く、600貫目前後の収益をだしていることは確かで
あり、長崎会所にとって利鞘の大きい商品として位置
付けることができる。
　視点をオランダ側に移し、出島商館が本方取引でど
れくらいの収益を各商品からあげていたかについては、
各商品の仕入値と長崎会所に販売した価格の差をみる
ことによって、単価における倍率を確認することがで
きる。「送り状」より各商品の仕入値を算出して表4で
得た販売価格と比較して示したのが表5である。（18）この
表からわかるようにほとんどの商品が赤字販売であり、
かろうじて1倍を超える品物が「色呉羅服連」「上奥嶋」

「皿紗」「弁柄皿紗」「本国皿紗」「錫」「胡桝」「上品砂糖」
であり、「丁子」が2.7倍を示している程度である。この
数字は本方取引以外の商品を含めた本方荷物全体の損
益を計算したRekening van winst en verlies op de 
Komps. artikelen, in 1844 met het schip Stad Thiel 
aangebragt（19）（1844年スタット・ティール号によって
持ち渡られた会社荷物（＝本方荷物）の損益計算書）（史
料7）にあらわれており、最も多くの収益をあげている
のは、kruidnagelen（丁子）で6,224.07グルデンであり、
つづいてtaffachelassen（奥嶋）の4,103.02グルデンとなっ
ているが、その他の黒字商品は800グルデン代以下とわ
ずかである。また、長崎会所が本方取引で多くの収益
をあげている「砂糖」はオランダ側の損益計算書では
最大の損失額13,399.72グルデンを出している。これは、

期の日蘭貿易においては、日本側・オランダ側双方共
に取引の品物の評価を元値より低くすることによって、

「取引の総額（御定高）」での取引量を多くしていた。
そして、オランダ側は日本で仕入れた物資をバタヴィ
アを中心とするその通商圏において販売することに
よって収益をあげることができ、日本側すなわち長崎
会所は国内商人に出島商館から仕入れた各商品を数倍
で販売することによって、収益を上げ、その差額（出銀）
で輸出品となる銅の差額を補い（出銀償）、長崎地下配
分、幕府への上納金等を納め、会所の運営をおこなっ
ていたのである。（20）

　天保15年の日蘭貿易が一段落すると、出島商館では
翌年将軍に贈る献上品、老中以下幕府高官に贈る進物
品の発送準備が始められた。献上・進物品は本方荷物
の中から取引前に「撰取」られた品々であり、この時
はすべて反物類であった。周知のごとく、オランダ商
館長の江戸参府は寛政2年（1790）の半減商売令にとも
なって4年目ごとにおこなうことになり、弘化2年（1845）
は参府休年に当たっていた。参府休年には阿蘭陀通詞
が献上・進物品を護送することになっており、この年
は大通詞森山源左衛門と小通詞植村作七郎とが担当し
た。（21）両通詞が江戸に持ち渡った献上・進物品と参府
の帰路に販売した進物残品の価格・価額について示す
と表6のようになる。この表で注意を要することは、進
物残品の販売価格が、前年度、出島商館が長崎会所に
販 売 し た 価 格 に 概 ね 基 づ い て は い る が、greinen 
diverse kleuren〔色呉羅服連〕で1.5～1.25倍、Nederl: 
sitsen 1e. soort〔本国皿紗〕で1.35倍を記録しているこ
とである。参府帰路におけるこの二種類の反物に対す
る評価が長崎売よりも高かったわけであるが、その理
由については今後の課題としておきたい。

「砂糖」が長崎
において贈り物
等に使用されて
い る た め で あ
る。表5や史料7
を見る限り出島
商館は本方荷物
では収益をあげ
ておらず、かな
りの赤字をだし
ていることがわ
かる。これは、
当時の定高貿易
と称する取引シ
ステムによって
生じた現象であ
る。江戸時代後
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表 5　天保 15 年（1844）オランダ船本方荷物の仕入値と販売価格

表 6　弘化 2 年（1845）の献上・進物品と残品の販売
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　次に、史料の問題として、上掲③積荷目録の項で、「提
出送り状」に照合する「積荷目録」が「浮世目録」で
あると述べたが、一方の「天保目録」はどの時点で作
成されたものと考えればよいのであろうか。ここでは、

「落札帳」（表4）にみられる「尺長上皿紗」「蘇木」「丁
子」「胡枡」「錫」「紫柦」「水銀」「肉豆冠

（蔲ヵ）

」の数量に注
目したい。これらの数量と「天保目録」（表2）の数量
と比較した場合、「尺長上皿紗」は取引前（「改」前）
の合計206反に一致し、その他の秤量品目では、「紫柦」
で1斤の違いがある他は全て一致している。そして、「浮
世目録」の数量と一致しない。「尺長上皿紗」以外の染
織類で「浮世目録」と「天保目録」が一致している点
を考えに入れれば、「天保目録」は、「提出送り状」が
翻訳された「積荷目録」作成後、本方取引のはじまる
前までに作成されたリストと考えられる。（22）江戸幕府
に進達された「積荷目録」が「提出送り状」翻訳時の
ものに限られるとすると、「天保目録」はその限りのも
のではなく、現地長崎で活用された実務的リストとい
うことになる。しかし、後日このリストが幕府に進達
されなかったことを実証する史料を現在のところ持ち
合わせていない。
　いわゆる「積荷目録」は史料上では、「荷物之目録」

（承応2年（1653））、（23）「積荷物色立」（享保元年（1716）
前後）、（24）「積荷物差出和解」（明和2年（1756））、（25）「積
荷物差出和解」（文化14年（1811））、（26）「本方差出和解」

（文政12年（1829）以降）、（27）「本方并別段商法持渡御用
御誂荷物差出和解」（安政2年（1855））、（28）「本方并別段
脇荷物共差出和解」（安政2年（1855））（29）等と表記され
る。本方荷物だけでなく、脇荷物や誂物等が併記され
たリストとすると、作成するまでにそれなりの時間が
必要であり、いかなる時点のリストが幕府に進達され
たか、または各時点のリストが順次進達されたかは一
概に決めがたく、さらに年によってそれは異なってい
たのではないかと推測される。
　『崎陽群談』には、輸入品の荷改めがおこなわれた後
に作成される帳面に関して、
　　一　阿蘭陀船何艘ニ而も、持渡候荷物之分一船切

ニ書付、乙名・通詞ゟ差出候間、入津注進之
宿次之以後之宿継ニ御老中方江差上、扣在府
之同役江も遣し候事（30）

とあることより、長崎から貿易にかかわる書付は幕府
へ何度となく送られていたことが推測される。
　「積荷目録」は、本来「提出送り状」が翻訳されたリ
ストである「積荷物差出和解」をさすが、筆者はもう
少し幅をもたせ、「積荷物差出和解」およびその後、取
引前までに何らかの改訂が加えられたリストおよびそ
の写しも広い意味で「積荷目録」とみてよいのではな
いかと考えている。したがって、本稿では「天保目録」 史料 8　申告書

よって、1844
年 に 持 っ て
行 く 品 々 の
申告書）

本 史 料 は、1844
年6月10日にバタ
ヴィアにおいて
作成されたもの
であり、脇荷貿
易賃借人pachter
であるビッケル
E. Bickerの署名
をもつ申告書で
ある。（なお、本
稿で使用する史
料は写しafschrift
であり、原本と

も「積荷目録」としてあつかうこととする。

第3章　天保15年の脇荷物とその取引

　脇荷貿易はそのはじまりである17世紀より、オラン
ダ商館長以下の館員や船員の役得として許された私貿
易品の取引であった。1827年（文政10）バタヴィア政
庁は商館職員・船員らの脇荷貿易組合Particuliere 
Handelsociëteitの結成を承認して5万グルデンを限度と
する貿易を許した。ところが、1830年（文政13）には、
この組合は解消され、その後1835年（天保6）、脇荷貿
易をおこなう権利はバタヴィアで入札に付され、落札
者が脇荷貿易権の賃借人として長崎で貿易することに
改められ、商館職員・船員の私貿易関与・参加は排除
された。（31）その後、賃借人による脇荷貿易は1854年

（安政元）までつづいたが、1855年（安政2）からは脇
荷貿易もバタヴィア政庁によっておこなわれることと
なる。（32）したがって、本稿であつかう天保15年は、賃
借人による脇荷貿易であった。
　本章では、天保15年のオランダ船積荷物の内、脇荷
物とその取引を解明する現存の日蘭双方の史料につい
て紹介し、日蘭両史料の照合を試み、その実態を解明
していきたい。
①申告書
　まず、オランダ側史料としては、脇荷貿易賃借人が
バタヴィアでこの年、日本に持ち渡る品物を申告して
いる下記表題をもつ史料を挙げることができる。（史料
8）

Opgave van door den pachter der kambang-
handel op Japan mede te nemene goederen voor 
den jare 1844.（33）

（日本でのカンバン貿易（＝脇荷貿易）の賃借人に
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表 7　天保 15 年（1844）オランダ船脇荷物

史料 9　落札帳（脇荷取引）

同一の写しであることを証明した民間貯蔵局長ランゲJ. 
R. Langeの署名を持つ。）この申告書には、各脇荷物の
商品名・数量・仕入価額等が記されており、バタヴィ
アにおける発送前の脇荷物について知ことができる。（34）

②積荷目録
　次に日本側史料としては、先の表1に示したように4
点の積荷目録をあげることができる。しかし、本章の
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表 7 付録 考察対象である脇荷物に関して、
「唐船紅毛差出控」には33品目記
されているが、リストの末尾に「此
外カタカナもの少シ有之」とあり、
不十分なリストといわざるを得な
い。また、「唐舟阿蘭陀差出帳」
には35品目記されているが、この
内、「薬種るい　右同訳」として
15品目記された後に「〆　右外ニ
も品々有」と記され、こちらも十
分なリストとはいえない。さらに、

「天保十五年より安政五年雑志」
所収の「積荷目録」に至っては5
品目しか記されていない。それに
対して、「天保目録」は、「當辰年
脇荷物」のもと77品目記され、上
記3点の目録の品々を網羅してい
る詳細なリストといえる。した
がって、本章では「天保目録」を

「積荷目録」として使用する。
③落札帳
　脇荷取引は、本方取引と違い、
オランダ人が持ち渡った商品（脇
荷物）を長崎会所において日本商
人が直接入札する取引であるが、
天保15年の脇荷取引の結果を記し
た日本側史料としては第2章で紹
介した「辰阿蘭陀船本方并脇荷物
見看板直入落札控」（史料9）を挙
げることができる。本史料により
取引された各脇荷物の詳細な品名
と数量、落札価格・落札商人名を
知ることができる。
　脇荷物に関して上記の①申告
書・②積荷目録・③落札帳を照合
して一覧表にしたものが表7であ
る。
　表7については次のことを注記
事項として掲げておく。
・ 本 表 で は、 各 商 品 の 品 目 は
'Opgave'（「申告書」）に記されて
いる順に並べた。 
・オランダ側商品名各単語の表記
については、その頭文字は、地名
は大文字とし、その他は小文字で
記した。
・オランダ側商品名で用いられて
いるdo.（＝同）は、それに相当す
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る単語を記した。
・数字は基本的に算用数字で記した。
・'Opgave'に記されているmedicijnen（薬種類）に相当
する積荷目録の品目（※印）は表7付録として掲げた。
なお、「天保目録」は、山脇氏も指摘されるように、写
しを重ねたものと思われ、特にカタカナ書きの商品名
に誤写が見られる点に注意を要するため、落札帳に記
されている薬品名をそれぞれの品名に照合する形で記
しておく。
　表7作成によって注目される点は、'Opgave'のリスト
が大変簡略な記事になっていることである。バタヴィ
アで作成された'Opgave'は、恐らく仕入額を知らせる
ことを主眼にした申告書であったことより、商品名が
簡略に記されているのであろう。また、「積荷目録」は
薬種類に関しては詳細な記事になっているが、「焼物
類」・「硝子器」・「時計并小マ物類」などといった品目
名があり、商品リストとしては具体性を欠いたものと
なっている。このような傾向は、当時オランダ側が日
本側に提出した積荷リスト（提出送り状）、およびそ
れを翻訳した日本側リスト（積荷目録）全般にいえる
ことである。（35）19世紀も中期をむかえるに従って、輸
入品も定例化してきており、従来よりおこなわれてい
たオランダ側からの積荷リストの提出とその翻訳は形
式化し、それによって内容も簡略化されたものとなっ
ていったのである。しかし、当然詳細な品目リストは
オランダ側にも日本側にも存在していたと思われる。
　「辰阿蘭陀船本方并脇荷物見看板直入落札控」は、上
述のように日本側商人が作成したものであり、天保15
年の脇荷取引の実態をみるのに最も詳細な現存史料と
いえる。したがって、本稿では、本史料によって得ら
れた結果を作表し提示しておきたい（表8）。表7では、
表8で各品目に付した頭注番号を「見帳（表8）番号」
として'Opgave'、「積荷目録」に照合する形で記してお
く。
　表7と表8により上記「積荷目録」に記された「焼物類」・

「硝子器」・「時計并小マ物類」などの具体的な品名がわ
かる。さらにそれらを含めて日本で脇荷取引された品々
の日本側商品名と数量、落札価格、落札商人名を確認
することができる。
　また、上記照合作業によって'Opgave'に記された全
ての商品が脇荷取引されていたわけではないことがわ
かる。天保15年の脇荷取引についてオランダ側史料は
その詳細を欠くが、おそらく仕入総額の2/3前後が脇荷
取引になっていたと考えられる。これは、賃借人が持
ち渡った品物の中には本人の裁量で脇荷取引以外で販
売してよい品（おそらく仕入総額の1/3前後）が含まれ
ており、（36）例えば⑨㉑ boeken（書籍類）は全てそれに
当てられたものと思われる。その他の品々についても

全ての数量を脇荷取引とせず、賃借人が脇荷取引以外
で販売したものが含まれていたと考えられる。なお、
これらの品々はおそらく「御調」や「願請」として日
本側に売り渡されていたと推測される。（37）

　次に、落札帳に記されている「辰紅毛　壱番部屋同
断（＝追脇荷）」・「辰紅毛　弐番部屋追脇荷」・「辰紅毛　
三番部屋同（＝追脇荷）」の表記とその商品群の取引に
関しては注意を要する。先にも記したように、1835年（天
保6）に脇荷貿易をおこなう権利はバタヴィアで入札に
付され、落札者が脇荷貿易権の賃借人として長崎で貿
易することに改められ、商館職員・船員の私貿易関与・
参加は排除された。しかし、この表記は、天保5年以前
の商館長や船長等の脇荷取引を意味する。この点につ
いては、今後、日本側・オランダ側の史料を調査の上、
検討していきたい。

第4章　天保15年の誂物とその取引

　日蘭貿易における近世後期の誂物は、将軍をはじめ
とする幕府高官、長崎地役人等によって、オランダ船
に注文されたものの持ち渡り品である。近世前期にお
けるオランダ船の注文品持ち渡りについては、岩生成
一氏が述べられているように、

十七世紀の初期日蘭貿易が開始されてから、年々
平戸や長崎に入港したオランダ船は、多量の通常
正規の輸入物資の外、将軍、大名、その他の要路
の大官や関係者の注文に応じて動植物、珍奇な器
具や、さては書籍絵画なども輸入した（38）

といわれている。そして、19世紀前半には、将軍や老中・
長崎奉行・代官・町年寄等の注文を阿蘭陀通詞が注文
書作成の上に発注して、翌年以降にもたらされるよう
になっていた。このような注文品＝誂物に関するシス
テムのはじまりについては今のところ未詳といわざる
をえないが、宝暦期（1751～1764）には既におこなわ
れていたようである。（39）

　誂物＝注文品は、前年度に発注されたものが全て翌
年持ち渡られるとは限らず、持ち渡られるまで何度も
注文が繰り返されることもあった。この誂物は、個人
的な要求にもとづいていたとはいえ、当時の日本人の
具体的な需要や好みを知ることができ、また日蘭の需
給関係の一端を知ることができる。
　天保15年のオランダ船誂物輸入については既に報告
しており、詳細に関してはそちらにゆずるが、（40）本章
においては、第2章の本方荷物、第3章の脇荷物の考察
にあわせる形で、誂物とその取引を解明しうる史料に
ついて簡潔に紹介し、日蘭両史料の照合をおこない、
その実態を提示しておきたい。
①注文書
　誂物＝注文品の発注リストは前年、阿蘭陀通詞によ
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表 8　天保 15 年（1844）オランダ船脇荷物の取引
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って作成された。De eisch van zijn Majesteit den 
Keizer en verdere Heeren voor het aanstaande jaar 
1844.（41）（来る1844年用の将軍ならびに閣僚らの注文書）
は、天保15年（1844）用として前年天保14年（1843）
に作成された注文書であり、将軍、御三卿の清水と一橋、
老中（水野・堀田・真田）、若年寄（堀田）、長崎奉行（伊
沢）、および阿蘭陀通詞の注文品（数量・品目名）が記
されている。（史料10）従来みられた長崎地役人（阿蘭
陀通詞は除く）の名前は一切記されていない。（42）バタ
ヴィアの本店はこの注文書を受けて、翌年の日本向け

「誂物」を用意するわけであるが、すべての需要に応え
たわけではなかった。
②送り状
　天保15年にスタット・ティール号Stad Thielが持ち渡
った誂物に関する「送り状」Factuurは、本方荷物の

「送り状」と同様バタヴィアにおいて、De  Resident
（理事官）より長崎出島のオランダ商館長に宛てて1844
年6月25日付けで作成されたものである。（43）（史料11）
この「送り状」には、Voor Z. M. den Keizer van 
Japan（日本の将軍用）、Voor het Tolken Collegie（阿
蘭陀通詞用）、Voor den Landsheer van Satsuma（薩
摩の領主用）、Afgegeven aan de Heer Wolf（ウォルフ
氏へ渡す）との見出しの他は特に名前を記さず、無記
名を含めた各見出しの下に梱包形態・数量・商品名・
仕入値等の順で記されている。なお、ウォルフ氏とは
出島商館の簿記役J. M. Wolffのことと思われる。
③提出送り状
　誂物に関する「提出送り状」Opgegevene Factuurは、
Voor Z. M. den Keizer（将軍用）とVoor den Rijksraad 
Simids Sama（閣老清水様用）およびVoor Z. M. den 
Keizer en verdere Rijks Grooten（将軍および幕府高官
達用）の見出しの下にごく一部を除き全体的に簡略に
記されている。（44）（史料12）
④積荷目録
　天保15年にオランダ船が持ち渡った誂物を記す日本
側史料としては、先の表1に掲げた「天保目録」が挙げ
られる。本史料の誂物に関しては、将軍（御用御誂）
をはじめとして、御三卿の清水、老中（水野・堀田・
真田）、若年寄（堀田）、長崎奉行（伊沢）の名のもと
に誂物の品々が列記されている。本史料が、「提出送り
状」Opgegevene Factuurからの直接の翻訳かどうかは
未詳であるが、もしそうであったとすると、③で述べ
たように、「提出送り状」はごく一部を除き簡略に記さ
れているため、翻訳の際、簡略部分が何らかの形（口
頭もしくはメモ類）でかなり補われたことになる。し
たがって、誂物に関しては、③提出送り状だけでなく、
②送り状と④積荷目録とを突き合わせることによって
彼我の用語を確定することができる。しかし、②③④

は実際に品物を点検した「荷改」後に作成された史料
ではないため、発注者に向けて日本側に渡された品物
と相違がみられる。
⑤販売リスト
　Komps. rekening courant 1844.（日本商館勘定帳）内
には、Bijlaag No. 3. Verkoop rekening van de eisch 
goederen dit jaar voor den Keizer aangebragt.（45）（付録
文書3　御用御誂売上計算書）が付されており、本史料
により、将軍用と清水様用として販売された品物のリ
ストと数量および価額を知ることができる。（史料13）
また、Kambang rekening courant 1844.（日本商館脇
荷勘定帳）内には、Bijlaag No. 1. Lijst der eischgoederen 
Ao. 1844.（46）（付録文書1　誂物リスト）が付されており、
本史料により、老中（水野・堀田・真田）、若年寄（堀
田）、長崎奉行（伊沢）および宛先は記されていないが

「薩摩の領主」に販売された品物のリストと数量および
価額を知ることができる。（史料14）
⑥誂物会所渡しリスト
　当時誂物の取引を担当した御用方通詞（阿蘭陀通詞
の加役、先の御内用方通詞）が書き留めた「天保十三
寅年ヨリ 御用方諸書留」（47）（以下「御用方諸書留」と
記す）には、天保15年8月6日から8日にかけて御用方通
詞を通して「御用御誂」から「伊沢美作守様御誂」ま
での誂物が具体的に出島から長崎会所に渡されたこと
が記されており、各誂物の日本側品目名と数量を知る
ことができる。したがって、本史料と⑤販売リストを
突き合わせることにより、オランダ側から発注者に向
けて、日本側（長崎会所）に渡された品物に関する彼
我の用語と数量、販売価額を知ることができる。
　上記に紹介した①注文書・②送り状・③提出送り状・
④積荷目録・⑤販売リスト・⑥誂物会所渡しリストを
順次突き合わせて一覧表にしたものが表9である。
　表9については次のことを注記事項として掲げてお
く。
・本表では、各商品の品目は、「積荷目録」に記されて
いる順に並べた。
・オランダ側商品名各単語の表記については、その頭
文字は、基本的には小文字とし、地名・人名・書籍の
タイトル名のみ大文字で記した。
・日本側商品名で用いられている「同」、オランダ側商
品名で用いられているdo., idem, 〃（＝同）は、それに
相当する単語を記した。
・数字は基本的に算用数字で記した。
・④「積荷目録」および⑥「御用方諸書留」に記され
ている誂物の受取人（＝発注者）は以下の如くである。

「御用御誂」～十二代将軍徳川家慶
「清水様御誂」～御三卿清水家徳川斉彊
「水野越前守様御誂」～老中水野越前守忠邦
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「堀田備中守様御誂」～老中堀田備中守正篤
（なお、堀田備中守正篤は、天保14年（1843）閏9
月8日に御役御免になっている。）

「真田信濃守様御誂」～老中真田信濃守幸貫
（なお、真田信濃守幸貫は、天保15年（1844）5月13
日に辞職している。）

「堀田摂津守様御誂」～若年寄堀田摂津守正衡
（なお、堀田摂津守正衡は、天保14年（1843）10月
24日に罷免になっている。）

「伊沢美作守様御誂」～長崎奉行伊沢美作守政義
　本表作成によって注目される点については以下のよ
うである。
○前年度の注文品目数の合計は58で、その内、41品目、
すなわち71％がもたらされ、さらに17品目もの品々が
誂物として輸入されている。

○仕入値（48）に対する売値の割合をみると、御用御誂・
清水様御誂では、「航海家暦」が4.44倍の収益増を示す
以外では、コンマ以下の赤字となっている。それに対
して、老中水野越前守以下の誂物では、全て1.00倍以上
の黒字となっており、「釼付筒」にいたっては、62.61倍
を示している。
○品物としては、暦、染織類、望遠鏡、薬品類、軍事
関係の書籍、化学関係の書籍、武器と武器関係の道具・
部品などからなっているが、中でも軍事関係の品々が
多いことが注目される。
○この時期（幕末期）、日本側は「誂物」としての取引
枠を使って、軍事関係の書籍や武器、および武器関係
の道具や部品などを中心に品数を絞り、早期に入手し
ていたことが具体的に判明する。これは、まさにアヘ
ン戦争の詳報を受けて幕閣が洋式砲術採用に取り組ん

史料 11　誂物の送り状史料 10　誂物の注文書 史料 12　誂物の提出送り状

史料 13　御用御誂売上計算書 史料 14　誂物リスト
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表 9　天保 15 年（1844）オランダ船誂物とその取引
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だあらわれといえよう。
○阿蘭陀通詞が前年度に注文した2品目は「送り状」よ
り持ち渡られていることが確認されるが、「提出送り
状」・「積荷目録」・「販売リスト」等には一切記されて
いない。通詞という日蘭双方の間に立って通訳官兼商
務官という特権より誂物という取引を通して利益を得
ていたと考えられる。（49）

　次に、本章巻頭でも述べたように近世後期の誂物は
将軍をはじめとする幕府高官、長崎地役人等によって
オランダ船に注文されたものの持ち渡り品であった。
管見の限り、天保13年（1842）までは誂物の取引に町
年寄等長崎地役人の名前は記されている。（50）天保14年
に関しては、史料が残されていないため不明であるが、

本章で見てきたように天保15年の場合、長崎地役人の
誂物の取引は阿蘭陀通詞を除いて一切記されていない。
上記の注目点でも記したように、おそらくこの時期（幕
末期）になると、「誂物」の取引枠を使って幕府が軍事
関係の品々を入手することに努めるようになったため
であろう。では、阿蘭陀通詞を除く地役人は日蘭貿易
の取引から一切姿を消したのであろうか。
　「御用方諸書留」には、
　　御所望
　　　久喜殿〔＝長崎会所調役　久松喜兵衛忠豊〕
　　　　一、袂時計　　　弐　　　　　代銀　八百目
　　　　一、曲録　　　　弐　　　　　同　　百五拾目
　　　　一、白葡萄酒　　弐ふらすこ　同　　三拾目
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　　　　一、将棊駒并盤　壱揃　　　　同　　百目
　　　　　〆　　　　　　　　　　　　〆　　壱貫八拾目
とあり、以下、長崎地役人の「御所望」品の取引が列
記されており、表にして示せば表10のようである。中
村質氏によると、「奉行以下の幕吏や、代官・町年寄以
下唐蘭通詞や長崎会所請払役クラス以上の上級地役人
には幕府「御用物」に準じて、役料などのほかに、「除
き物」と称しその地位に応じて毎年一定の輸入品の優
先的購入権が認められていた。」（51）表10に記されている

「御所望」品はまさにそれに相当するものである。ここ
で取引された品々の内、末尾に記されている高木清右
衛門が購入した「オルゴル」と「袂時計」は「かひたん」

（商館長）が所持していたものであった。その他の品物

に関しては未詳であるが、脇荷貿易賃借人が持ち渡っ
た脇荷物の中の脇荷取引にかけられなかった品が含ま
れていたと考えられる。（52）長崎地役人は誂物の取引か
らは排除されたが、このように優先的購入権のもと「御
所望」品として出島商館から輸入品を入手していたの
である。なおこれ以降、誂物の取引から阿蘭陀通詞を
除いて長崎地役人が姿を消したか否かについては、今
後の課題としたい。（53）

おわりに−天保15年の日蘭貿易−

　以上、本稿では「天保雑記」第五十六冊所収の天保
15年オランダ船積荷目録をめぐるオランダ側史料と日
本側史料とを調査・検討・照合し、本方荷物・脇荷物・
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表 10　天保 15 年（1844）長崎地役人の「御所望」品

誂物の取引を中心に考察をおこなった。最後に、本稿
で得た結果を踏まえ、天保15年のオランダ船持ち渡り
品からみた日蘭貿易について概観し、まとめとしたい。
 まず、各品目についてみると、本方荷物は、主に染織品・
白砂糖・蘇木・象牙・丁子・胡椒・紫檀・肉豆蔲・茴香・
鉛・錫・水銀等であり、この中から選り分けられ翌年
江戸へ持って行かれた献上・進物品は染織品からなっ
ていた。本方荷物の品目は、17世紀・18世紀に比べれ
ばその種類と量は減少しているが、全体的に伝統的な
取引商品からなっている。脇荷物は、薬品類、ガラス器・
陶器・磁器などの食器類、鏡や酒・時計等々、雑貨・
小間物類からなっている。これらは、本方荷物にはみ
られない品々であり、特に薬品類の種類の多さは当時
の医学を中心とした蘭学興隆の面からみると、文化史
上、大変重要な取引商品ということがいえる。誂物は、
暦、染織品、望遠鏡、薬品類、軍事関係の書籍、化学
関係の書籍、武器と武器関係の道具・部品などからなっ
ているが、中でも軍事関係の品々が多いことが注目さ
れる。19世紀に入ってからの誂物に限ってみると、誂
物は脇荷物と共通する品々が多く含まれており、薬品
類やガラス器・陶器・磁器などの食器類、雑貨・小間
物類がみられたが、本稿で考察した天保15年は誂物と
しての取引枠を使って、軍事関係の書籍や武器、およ

び武器関係の道具や部品などを中心に品数を絞り、早
期に入手していたことがわかる。先述したように、こ
れはまさにアヘン戦争の詳報を受けて幕閣が洋式砲術
採用に取り組んだあらわれといえる。そのために従来
誂物の取引に加わっていた長崎地役人（阿蘭陀通詞は
除く）はその取引枠から排除される結果となっていた。
　次に、本方荷物・脇荷物・誂物の取引に関するオラ
ンダ側の仕入と販売のそれぞれの総額についてみてみ
たい。このことは、史料の残り具合から全てを比較す
ることは困難であるが、バタヴィアにおける仕入額と
しては、本方荷物は156,231.7505グルデン、脇荷物は
38,779.52グルデンであり、4 : 1の割合であることがわか
る。日本における取引の結果は、本方荷物全体（各所
への贈り物等を含む。また、翌年の献上・進物品や進
物残品の販売は除く）としては22,166.42グルデンの赤
字を出している。しかし、先述したようにオランダは
本方取引において日本で仕入れた物資をバタヴィアを
中心とするその通商圏において販売することにより収
益をあげることになっていたであろう。脇荷物に関し
ては、史料が未詳であることよりわからないが、賃借
人による脇荷取引（および脇荷取引以外での取引）が
はじめられた天保6年（1835）の事例ではやはり赤字と
なっている。（54）本方荷物同様日本での仕入品の販売に
よって最終的に収益を上げていたと思われる。誂物に
ついては、バタヴィアでの仕入総額は、4,104.10グルデ
ン（本方荷物からの使用品は除く）であり、日本での
販売総額は8,468.28グルデンであった。しかし、「御用
御誂」の中には先述したように本方荷物として持ち渡
られた猩〻緋3反、海黄100反、新織奥嶋122反、奥嶋78
反が使用されており、これら染織品の販売総額が、
4,160.13グルデンであることより誂物の取引の収益とし
ては、204.05グルデン（＝8,468.28グルデン−4,104.10グ
ルデン−4,160.13グルデン）となる。ところが、ここか
ら日本までの輸送経費（未詳）が引かれればほとんど
収益はなかったと推測される。したがって、誂物の取
引においても、本方荷物・脇荷物と同様日本での仕入
品の販売によって最終的に収益を上げることになって
いたと考えられる。このように天保15年のオランダに
とっての日本貿易は、現地長崎での取引段階では収益
は得られず、日本から持ち帰った物資の販売により収
益を生む構造になっていたと推測される。これは、本
稿第2章の本方荷物の取引でも述べたが、「取引の総額

（御定高）」が決められていることによって生じている
現象ではあるが、（55）そこまでして貿易を継続しようと
するオランダ側の姿勢の背後には、当時（19世紀中葉）
の国際環境の中で日本市場を確保しつづけようとする
オランダの思惑があったのではないだろうか。
　今回は天保15年の本方荷物・脇荷物・誂物の取引を
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対象として考察をおこなったが、今後は、より多くの
他年度の取引事例との比較検討が求められる。それら
の調査研究により、近世後期における日蘭貿易の総合
的な解明へとつながっていくものと思われる。
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（30） 註（24）参照、311～312頁。
（31） 山脇悌二郎『長崎のオランダ商館』（中央公論社、昭和55年）

194頁参照。呉秀三訳註『シーボルト日本交通貿易史』（雄松
堂書店、昭和41年）225～226頁参照。永積洋子「オランダ商
館の脇荷貿易について−商館長メイランの設立した個人貿易
協会（1826−1830年）−」（『日本歴史』第379号、昭和54年）
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85頁参照。拙稿「賃借人の登場−近世後期におけるオランダ
船脇荷貿易システムの改変とその実態−」（『洋学』第23号、
平成28年）5頁参照。

（32） J. A. van der Chijs著・小暮実徳訳『シェイス オランダ日本
開国論』（雄松堂出版、平成16年）354～358頁参照。

（33） Opgave van door den pachter der kambanghandel op Japan 
mede te nemene goederen voor den jare 1844. Ingekomen 
stukken 1844. MS. N.A. Japans Archief , nr . 1878

（Aanwinsten, 1910, I: No.20）．（Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-
1-122-3）．

（34） Opgave（申告書）にはもう一点、Tweede opgave der 
ondervolgende goederen die de ondergeteekende verzoekt 
voor den kambang handel op Japan dit jaar te mogen 
medenemen. Ingekomen stukken 1844. MS.N.A. Japans 
Archief, nr.1878 （Aanwinsten, 1910,I: No.20）．（Tōdai-Shiryō 
Microfilm: 6998-1-122-3）があり3品目記されている。なお、管
見の限り天保15年の脇荷物に関する他の史料としては、前年
に日本側からオランダ側に発注された阿蘭陀通詞作成のリス
トDe eisch van de Kambang goederen voor het aanstaande 
handeljaar 1844（来る貿易年度1844年用のカンバン荷物（＝脇
荷物）に関する注文書）がある。本リストは数量を記さず器
物と皮革類のみ記した簡略なリストである。（表11）

（35） 例えば、誂物のリストおよびその翻訳リストにおいても、天
保5年（1834）以降簡略に記す傾向がめだっている。（前掲拙
著『日蘭貿易の構造と展開』141頁および第3部参照）

（36） 前掲拙稿「賃借人の登場−近世後期におけるオランダ船脇荷
貿易システムの改変とその実態−」7頁参照。Kontrakt onder 
nadere goedkeuring der Regering gesloten tusschen den 
Directeur van 's lands Producten en Civiele Magasijnen 
namens het Gouvernement en de Kooplieden S: van Basel 
Toelaer en Co. krachtens de autorisatie  verleend bij 
Resolutie van den 23e. Meij 1835 No. 1. [Japan Portefeuille No. 
33. 1835] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1456（K.A. 11809）．

（Tōdai-Shiryō Microfilm : 6998-1-85-3）．1844年の脇荷貿易に
かかわる契約書は未詳であるが、1842年や1852年の脇荷貿易
にかかわる契約書でも賃借人の脇荷取引以外での取引に関す
る規定が記されている。また、後年の安政3年（1856）にお
いても、脇荷物の中には脇荷取引以外の品々の取引合計が脇
荷物全体の取引の36％弱を占めている（拙稿「幕末開国期に
おける日蘭貿易−安政3年（1856）の本方荷物と脇荷物の取
引−」『鶴見大学紀要』第51号第4部、平成26年、41頁参照）。

（37） 前掲拙稿「賃借人の登場−近世後期におけるオランダ船脇荷
貿易システムの改変とその実態−」12頁参照。

（38） 岩生成一『明治以前洋馬の輸入と増殖』江戸時代日蘭文化交
流資料集（一）（日蘭学会、昭和55年）17頁参照。

（39） 「御内用方諸書留」（長崎歴史文化博物館収蔵）。前掲拙著『日
蘭貿易の構造と展開』101頁参照。

（40） 拙稿「幕末期のオランダ船「誂物」輸入について−天保15年

（1844）を事例として−」（『鶴見大学紀要』第45号第4部、平
成20年）、後に前掲拙著『日蘭貿易の構造と展開』第2部第3
章に収録。

（41） De eisch van zijn Majesteit den Keizer en verdere Heeren 
voor het aanstaande jaar 1844. MS. N.A. Japans Archief, 
nr.1718（Aanwinsten, 1910, I : No.78）．（Tōdai-Shiryō 
Microfilm : 6998- 1-130-3）．

（42） 1844年向けの長崎地役人の注文品を記した注文書が別に存在
していたか否かについては未詳である。

（43） Factuur 1844. MS. N.A. Japans Archief, nr.1738（Aanwinsten, 
1910, I : No.107）．（Tōdai- Shiryō Microfilm : 6998-1-131-6）．

（44） Opgegeven Nieuws, Facturen en Monsterrol 1844. MS. N.A. 
Japans Archief, nr.1749（Aanwinsten, 1910, I : No.118）．

（Tōdai-Shiryō Microfilm : 6998-1-131-17）．  
（45） Bijlaag No. 3. Verkoop rekening van de eisch goederen dit 

jaar voor den Keizer aangebragt.（Komps. rekening courant 
1844.）MS. N.A. Japans Archief, nr.1803（Aanwinsten, 1910, I: 
No. 170）．（Tōdai-Shiryō Microfilm : 6998-1-133-18）．

（46） Bijlaag No. 1. Lijst der eischgoederen Ao. 1844.（Kambang 
rekening courant 1844.）MS. N.A. Japans Archief, nr.1878

（Aanwinsten, 1910, I : No. 256）．（Tōdai-Shiryō Microfilm: 
6998-1- 135-5）．

（47） 「天保十三寅年ヨリ　御用方諸書留」（長崎歴史文化博物館収
蔵）。

（48） 註（18）参照。
（49） 前掲拙著『日蘭貿易の構造と展開』138頁参照。
（50） 同上、334～338頁参照。

表 11　天保 15 年（1844）向け脇荷物の注文
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（51） 中村質「オランダ通詞の私商売−楢林家「諸書留」を中心に
−」（中村質編『開国と近代化』吉川弘文館、平成9年）83頁
参照。

（52） また、本文に掲げた「御用方諸書留」には、

　天保十五年
　　御用書籍代銀帳
　　　辰九月　　楢林鐵之助

および、

天保十五年

付紙  天文方御願請之分

  阿蘭陀書籍代銀帳
  　辰九月　　楢林鐵之助

の表題をもつリストが記されており、これらを表に示せば表
12のようになる。ここに記されている書籍類は、出島商館員
等が所持していたものを日本側が購入したものと思われ、第

3章で考察した脇荷貿易賃借人が持ち渡った脇荷物の中の
boeken（書籍類）も含まれていたと考えられる。「御用方諸
書留」の弘化2年9月26日の記事に、輸入書籍の「御用并天文
方願請之分」の代銀帳2冊が長崎会所元方に渡ったことが記
されており、そこには合計銀額として下記のようにある。

　　　　二口合
　　　　　一、銀五貫八百七拾目
　　　　　　　　　内訳
　　　　　　　壱貫六百五拾目　へとる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （阿蘭陀通詞）
　　　　　　　七百目　　　　　でをるふ　　　小川聞掛り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （阿蘭陀通詞）
　　　　　　　弐貫弐拾目　　　でるふらつと　楢林・岩瀬聞掛
　　　　　　　弐百目　　　　　ばすれ
　　　　　　　壱貫三百目　　　らんけ
　　　　　　　〆如高

　　　　表 12　天保 15 年（1844）御用書籍・天文方願請之分
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内訳にあるように、輸入書籍は、へとる（Feitor次席商館長、
J. P. Borst）、でをるふ（商館員A. J. J. de Wolff）、でるふら
つと（脇荷貿易賃借人 J. C. Delprat）、ばすれ（商館員J. A. G. 
A. L. Bassle）、らんけ（商館員P. J. Lange）のオランダ人5人
からの購入品であることがわかる。このうち、脇荷貿易賃借
人が輸入書籍を2貫20目で販売している。おそらく天保15年
の場合もこのような形で輸入書籍がオランダ側から日本側に
購入されたと推測される。
　さらに、「御用方諸書留」により、天保15年にオランダ側
から購入されたものとして、老中水野越前守が「所望」した

「角口薬入　壱」があった。これは、「船頭阿蘭陀人所持」の
ものであり、「代銀百目」で購入されている。

（53） 1845年向け、1846年向け、1850年向け、1853年向け～1857年
向けの長崎地役人の注文品を記した注文書は現存している。
しかし、1845年～1857年の誂物（注文品）を記した「送り状」
には長崎地役人（阿蘭陀通詞は除く）の注文品の記事は見当
たらない。

（54） 前掲拙稿「賃借人の登場−近世後期におけるオランダ船脇荷
貿易システムの改変とその実態−」20頁参照。

（55） 天保15年の脇荷物や誂物の取引でも取引総額は決められてい
たと考えられる。

［付記 1］
　本稿のオランダ語表記については、東京大学史料編纂所共同研
究員イサベル・田中・ファンダーレン氏に校閲頂きました。また、
本稿作成に際しては、鶴見大学実習助手戸田さゆり氏に協力頂き
ました。記して深甚なる謝意を表します。

［付記 2］
　本稿は、JSPS科研費26370803の助成を受けたものです。




